
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豪雨や大地震等の災害の発生時において、保健活動に協力いただける看護職等の事前登録制度です。被災した市

民の健康を守るため、迅速かつ効果的に保健活動を行うことを目的としています。 

 

 

 佐賀県内に在住または在勤の、看護師、准看護師、保健師、助産師、栄養士、管理栄養士、歯科衛生士等の資格を有

する方で、自発的な意思と善意によって、災害の発生時に保健活動できる見込みのある方です。 

 

 

保健活動ボランティアの活動内容は、次のとおりです。 

１ 避難所における避難者の健康相談、健康管理、要配慮者への支援 

２ 地域被災者への訪問、健康調査等 

３ その他必要と認められる支援 

 

 

保健活動ボランティア登録申請書（様式第１号）に資格を証明する書類（免許証）の写しを添付して健康課へ提出

してください。（月～金 ８：３０～１７：１５） 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

目的 

対象者 

活動内容 

登録方法 

災害発生時の協力要請について 

研修について 報酬・謝礼について 

ボランティア活動保険 

健康課から登録者へ連絡します。 

連絡手段がない場合は、市役所又は近くの避難所

へ参集をお願いします。 

災害時の保健活動に関する研修・講習を、年に１

回程度開催する予定です。 

 

活動に関する報酬・謝礼は、無償です。 

ボランティア活動の際に、自分が負傷したり、過って他

人を傷つけてしまった時のためにボランティア活動保

険に加入していただきます。（自己負担なし） 

 

 

    

 

 

 

【申込み・問合せ先】  武雄市役所 健康課   ☎０９５４‐２３‐９１３１ 

 

 

保健師・看護師・助産師・栄養士・歯科衛生士等の皆様へ 
 

 

 災害時保健活動の 

ボランティアを募集しています 
 

 

 

 

武雄市では大規模な災害が発生した時に、家庭訪問や健康相談等に従事していただく専門職ボランティアの
事前登録を募集しています。 
豪雨災害においては、県内外の専門職（ボランティアを含む）の協力をいただき訪問活動等を行いました。大規
模災害において、被災された方々の命と健康を守るために、専門職のボランティア活動のご協力をぜひお願いしま
す。 

 


